
 

図２ 改正前後におけるあゆの採捕禁止期間 

区域１：相模原市南区磯部地先磯部頭首工堰堤上流端の上流 150メートルから次の基点 A及

び基点 Bを結んだ直線までの間の相模川水系相模川の区域（基点 A：相模原市緑区

小倉字宮原 388番地先に設置した標柱の位置、基点 B：相模原市緑区川尻字久保沢

1,108番のハ地先に設置した標柱の位置） 

区域２：厚木市才戸地先才戸頭首工堰堤上流端の上流 20メートルから次の基点 C及び基点 D

を結んだ直線までの間の相模川水系中津川の区域（基点 C：愛甲郡愛川町半原字馬

場 4,941番２に設置した標柱の位置、基点 D：愛甲郡愛川町半原字向原 5,459番２

に設置した標柱の位置） 

区域３：足柄上郡松田町松田惣領地先十文字床止上流端から次の基点 E 及び基点 F を結んだ

直線までの間の酒匂川水系酒匂川の区域（基点 E：足柄上郡山北町川西字平山地先神

縄堰堤右岸に設置した標柱の位置、基点 F：足柄上郡山北町神尾田字田入地先神縄堰

堤天端左岸下流端の位置） 
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図１ あゆの採捕禁止期間を短縮する区域 
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